
品川区ミスト設備設置助成事業実施要綱 

制定 平成３１年４月１日区長決定 

要綱第１７３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区の区域内（以下「区内」という。）において暑熱環境の緩

和を図るため、区内にミスト設備を設置する者に対し、設置に要する経費の一部をミ

スト設備設置助成金（以下「助成金」という。）として交付するために必要な事項を

定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） ミスト設備 水を微細（約１０～４０マイクロメートル）な霧状にして噴射し

気化熱によって周囲の冷却を行う装置のことをいう（当該装置から排出される水

の水質が別に定める方法により確保されているものに限る。）。 

（２） リース契約 ミスト設備の貸主が、ミスト設備の借主に対し、当事者間で合意

した期間（以下「リース期間」という。）にわたり当該ミスト設備を使用収益す

る権利を与え、借主が、当該ミスト設備の使用料を貸主に支払う契約であって、

次のアおよびイに該当するものをいう。 

   ア リース期間の中途において当事者の一方または双方がいつでも当該契約の

解除をすることができるものでないこと。 

   イ 借主が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質

的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴って生じる費用を実質的

に負担すべきこととされているものであること。 

（助成対象設備等） 

第３条 助成金の交付対象となるミスト設備（以下「助成対象設備」という。）は、次

の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 人が自由に出入りでき、または公共交通機関の利用者の用に供する区内の施設

もしくは空間の暑熱環境を緩和する効果を有するものであること。 

（２） 人が通行し、休憩し、または留まる際の暑熱を緩和することを主な目的とする

ものであること。 

（３） 助成金の交付を受けようとする年度内に新たに整備されたものであること。 

（４） ミスト設備の本体（ノズル等）が移動式である場合にあっては、リース期間の

３分の１以上の期間において、第１号および第２号の要件を満たす運用をするも

のであること。 

２ 助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、区内において助成



対象設備を整備する事業（以下「助成対象事業」という。）を実施する法人もしくは

個人事業主またはリース契約における借主であって、次の各号に掲げる要件を満たす

ものとする。 

（１） 法人事業税その他の税を滞納していないこと。 

（２） 法人にあっては、別に定める法人であること。 

（３） 法令および公序良俗に反していないこと。 

（４） 助成対象事業の対象となる事業所等の所有者または賃借人(助成対象事業につ

いて別に定める承諾書により所有者の承諾を得ている者に限る。)であること。

ただし、機器本体（ノズル等）が移動式の場合は、この限りでない。 

３ 助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業

の実施に要する経費（機器本体（ノズル等）が固定式の場合にあっては、機器本体お

よび付属機器の購入に要する経費・設置工事費とし、また機器本体（ノズル等）が移

動式の場合にあっては、機器本体の基本料、リース料、設置経費および運搬費）とす

る。

（助成金の交付額） 

第４条 助成金は、助成対象設備を設置する場所ごと（助成対象設備が固定式でない場

合は設備ごととする。）に、助成対象経費の合計額（消費税および地方消費税相当

分を含む。）の２分の１の額（助成対象経費に国その他の団体からの助成金等を充

当する場合にあっては、助成対象経費から当該助成金の額を控除した額の２分の１

の額とする。）とする。ただし、２，５００，０００円を上限額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成金の額が予算の残額を上回っている場合にあっては、

その残額を助成金の上限とする。 

３ 第１項の規定により算定した助成金の交付額に１，０００円未満の端数が生じる場

合にあっては、その端数金額を切り捨てるものとする。 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、別に定める期間までに、品川区

ミスト設備設置助成金交付申請書（第１号様式）に、別に定める必要書類を添えて、

区長に申請しなければならない。 

（助成金の額の確定および助成金の交付の決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成要件

に適合すると認めるときは、助成金の額を確定するとともに、助成金の交付を決定さ

れた者（以下「助成決定者」という。）に対し、その旨を通知するものとする。 

２ 前項の場合において、区長は、必要があると認めるときは、助成金の交付決定前に

実地調査を行うことができる。 



（申請内容の変更） 

第７条 助成決定者は、第５条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、

あらかじめ品川区ミスト設備設置助成金交付決定内容変更申請書（第２号様式）によ

り区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成要件に適

合すると認めるときは、これを承認するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 助成決定者は、第６条第１項の規定に基づく助成金の交付の決定後、第５条の

規定による申請を取り下げるときは、直ちに品川区ミスト設備設置助成金交付申請取

下届出書（第３号様式）により区長に届け出なければならない。 

（助成金の請求） 

第９条 助成決定者は、品川区ミスト設備設置助成金交付請求書（第４号様式。以下「助

成金交付請求書」という。）により助成金を請求しなければならない。 

（助成金の交付） 

第１０条 区長は、助成金交付請求書に基づき、助成金を交付するものとする。 

（債権譲渡の禁止） 

第１１条 助成決定者は、第６条第１項の規定に基づく助成金の交付決定によって生じ

る権利の全部または一部を、第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、

区長の承認を得た場合はこの限りでない。 

（管理および報告） 

第１２条 助成金の交付を受けた者は、助成対象設備を善良なる管理者の注意をもって

管理しなければならない。この場合において、助成対象設備が損傷し、または滅失し

たときは、その旨を書面により直ちに区長に届け出なければならない。 

（交付決定の取消しおよび助成金の返還等） 

第１３条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付

決定を取り消すものとする。 

（１） 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２） この要綱の規定または助成に付された条件に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成決

定者に通知するものとする。 

３ 区長は、助成金の交付を受けた者が、前条の規定による届け出をした助成対象設備

を処分、移転等をしたときまたは前項の規定により助成金の交付決定が取り消された



ときは、助成金の全部または一部について返還を求めることができる。 

（帳簿の保存） 

第１４条 助成決定者は、助成対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、助成

対象事業の完了した日の属する区の会計年度の終了後５年間保存しなければならな

い。 

（委任等） 

第１５条 この要綱の実施について必要な事項は、別に都市環境部長が定める。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 



第１号様式（第５条関係） 　　年　　月　　日

捨印

品川区長 あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名 印

電話番号

１．事業所の概要

□製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理提供サービス業・その他

□卸売業　□サービス業　□小売業 □その他団体

２．設置概要について

円

３．他の助成金の申請状況

□ 申請済 □ 申請しない

円

４．助成金申請額

円

ノズル等固定式

品川区ミスト設備設置助成金交付申請書

　下記のとおり品川区ミスト設備設置助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、申
し込みます。

記

主たる事業

設置場所 　品川区

設置場所の状況 □　　自己所有 　□　　　共同所有 □　賃貸または使用貸借

ミスト設備に
係る経費

東京都等への助成

助成金交付額

助成金申請額
（機器に係る経費-他の助成金額）×1/2
千円未満切り捨てた額で限度額は250万円



第１号様式（第５条関係） 　　年　　月　　日

捨印

品川区長 あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名 印

電話番号

１．事業所の概要

□製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理提供サービス業・その他

□卸売業　□サービス業　□小売業 □その他団体

２．設置概要について

日 リース期間 日

３．他の助成金の申請状況

□ 申請済 □ 申請しない

円

４．助成金申請額

円

設置場所 　品川区

ノズル等移動式

品川区ミスト設備設置助成金交付申請書

　下記のとおり品川区ミスト設備設置助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、申
し込みます。

記

主たる事業

助成金交付額

助成金申請額
（機器に係る経費-他の助成金額）×1/2
千円未満切り捨てた額で限度額は250万円

設置目的 □　　自己所有 　□　　　共同所有 □　賃貸または使用貸借

稼働日数

東京都等への助成



第２号様式（第７条関係） 　　年　　月　　日

捨印

品川区長 あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名 印

電話番号

２．変更の理由

３．添付書類 確認欄

(1)　助成対象設備等の決定の変更に係る書類 □

品川区ミスト設備設置助成金交付決定内容変更申請書

　　　　年　　月　　日付で申請した、品川区ミスト設備設置助成金交付について、下
記のとおり変更を行うため、関係書類を添えて申請します。

記

１．変更の内容（変更前）

（変更後）



第３号様式（第８条関係） 　　年　　月　　日

捨印

品川区長 あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名 印

電話番号

取下げの理由

品川区ミスト設備設置助成金交付申請取下届出書

　　　　年　　月　　日付で申請した、品川区ミスト設備設置助成金交付について、下
記のとおり申請を取り下げるため、関係書類を添えて届け出ます。

記



第４号様式（第９条関係） 　年　　月　　日

捨印

品川区長 あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名 印

電話番号

１．請求金額

百 十 万 千 百 十 円

２．振込先

銀行 本店
信用金庫
信用組合 支店

*口座名義人は、助成金請求者と同一の方に限ります。

※申請時と同一の印鑑を押印してください。

品川区ミスト設備設置助成金交付請求書

　　　　年　　月　　日　第　　号により確定された、品川区ミスト設備設置助成について、
品川区ミスト設備設置助成事業実施要綱第９条の規定に基づき下記のとおり、助成金を請求し
ます。

記

金額

口座名義人

金融機関名

口座種別 普通・当座・貯蓄・その他（　　　　　）

口座番号
（右詰めでご記入ください）

フリガナ


